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委員会審査報告書  

 

本委員会に付託された事件の審査結果を報告します。 

 

記 

 

第 87号議案 

 

宗像市空家等対策の推進に関する条例の制定について 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び管理不全

な状態にある空家等に対する措置を定めるため、条例を制定するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法では、特定空家等以外の空家等に対し、助言・指導、

勧告、命令等ができないこと、また、危険な状態の空家等に対する応急措置に関する規定がな

いことから、地域の実情に応じて迅速で効果的な空家対策を行えるよう新たに条例を制定する

もの。 

２ 条例により、特定空家等に該当しない管理不全な状態にあると認められる空家等の所有者等

に対する助言・指導、勧告、また、全ての空家等を対象に、危険回避のための緊急安全措置を

講じることが可能となる。 

３ 管理不全な状態の該当の有無、緊急安全措置については、周辺住民からの聞き取り調査など

を含め、現地調査を行い判断する。また、統一的・客観的な判断ができるよう基準を定めたマ

ニュアルを整備する。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・空家という大きな課題を解決するため、条例制定により法を補完し、市民生活の改善につなげ

ることを評価する。一方で、今後、行政の負担増大が懸念されるため、体制を強化するととも

に、所有者の責任において適正な管理を行うことが大前提であることから、市民への啓発も行

ってほしい。 

・非常に前に進んだ条例であると考える。今後も、空き地を含めあらゆる角度から危険性を排除

するための条例整備について、引き続き調査、検討してほしい。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 


